
令和 4 年 8 月 22 日 

保護者様           

 

大阪市教育委員会 

    大阪市立難波中学校 

校長 鍋谷 賀都緒  

 

大雨で河川氾濫＜＝川の水が増えてあふれること＞した時の措置について 

 

次のような場合、学校は臨時休業になります。 

 

⚫ 午前７時の時点、または午前７時を過ぎて午前 8 時 30 分までに、浪速区のどこかの地域に

おいて、大阪市（大阪市長）から、河川氾濫の「警戒レベル 3（高齢者等避難）」、「警戒レ

ベル 4（全員避難）」の発令があったとき。 

なお、河川氾濫で臨時休業になる場合は、気象庁などの情報ではなく、大阪市（大阪市長）か

らの避難情報に基づいて判断します。情報を集めるときは、以下を参考にしてください。 

➢ 大阪市のホームページ（発令があった場合、トップ画面に表示されます。） 

➢ おおさか防災ネット（メール登録もできます） 

➢ 大阪市危機管理室 twitter ／ LINE 大阪市公式アカウント ／ NHK 速報 

➢ 防災スピーカー（発令した場合、放送があります。） 

➢ 緊急速報メール（受信しない機種もあります。） 

※ 地震が発生した時と同じように、メールが配信されます。 

※ 登録などの設定はいりません。 

 

 

避難情報を見て、住んでいる区域に警戒レベル３以上の発令がないときは、いつもどお

り授業を行います。 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

「大阪 880 万人訓練」と同様の 

放送とメールが配信されます。 


